
規則番号 規     則     名 所   管   名 公 布 年 月 日

規則第１号
さいたま市営北与野駅北口地下駐車場条例

施行規則の一部を改正する規則
自転車まちづくり推進課 令和元年５月１４日

規則第２号
さいたま市営岩槻駅東口公共駐車場条例施

行規則の一部を改正する規則
自転車まちづくり推進課 令和元年５月１４日

規則第３号
さいたま市コミュニティ施設条例施行規則

の一部を改正する規則
コミュニティ推進課 令和元年５月１７日

規則第４号
さいたま市市民活動サポートセンター条例

施行規則の一部を改正する規則
市 民 協 働 推 進 課 令和元年５月２１日

規則第５号
さいたま市下水道条例施行規則の一部を改

正する規則
下 水 道 財 務 課 令和元年５月２２日

規則第６号
さいたま市市税条例施行規則の一部を改正

する規則
税 制 課 令和元年５月２８日

規則第７号
さいたま市浦和ふれあい館条例施行規則の

一部を改正する規則
福 祉 総 務 課 令和元年５月２９日

規則第８号
さいたま市大宮ふれあい福祉センター条例

施行規則の一部を改正する規則
福 祉 総 務 課 令和元年５月２９日

規則第９号
さいたま市子ども家庭総合センター条例施

行規則の一部を改正する規則
子 ど も 家 庭 支 援 課 令和元年５月３０日

規則第１０号
さいたま市保健所条例施行規則の一部を改

正する規則 
保 健 総 務 課 令和元年５月３０日

規則第１１号
さいたま市立病院管理規則の一部を改正す

る規則
医 事 課 令和元年５月３０日

規則第１２号
さいたま市桜環境センター余熱体験施設条

例施行規則の一部を改正する規則 
環 境 施 設 管 理 課 令和元年５月３０日

規則第１３号
さいたま市食肉中央卸売市場業務規程施行

規則の一部を改正する規則 
食肉中央卸売市場・と畜場 令和元年５月３０日

規則第１４号
さいたま市と畜場条例施行規則の一部を改

正する規則 
食肉中央卸売市場・と畜場 令和元年５月３０日



さいたま市規則第１号 

   さいたま市営北与野駅北口地下駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市営北与野駅北口地下駐車場条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第

１６０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては、「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （定期駐車券）  （定期駐車券） 

第４条 条例第５条第３項に規定する定期駐車券（

様式第４号）は、次の表の左欄に掲げる種類の区

分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる

通用期間及び額とする。 

第４条 条例第５条第３項に規定する定期駐車券（

様式第４号）は、次の表の左欄に掲げる種類の区

分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる

通用期間及び額とする。 

種類 通用期間 額 

全日定期駐車券  ［略］ １５，７１０円

全日定期駐車券 ４７，１３０円

平日定期駐車券 ９，４２０円

平日定期駐車券 ２８，２６０円

種類 通用期間 額 

全日定期駐車券  ［略］ １５，４２０円

全日定期駐車券 ４６，２６０円

平日定期駐車券 ９，２５０円

平日定期駐車券 ２７，７５０円

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市営北与野駅北口地下駐車場条例施行規則第４

条の規定は、この規則の施行の日以後に発行する定期駐車券に係る使用料について

適用し、同日前に発行する定期駐車券に係る使用料については、なお従前の例によ

る。 



さいたま市規則第２号 

   さいたま市営岩槻駅東口公共駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市営岩槻駅東口公共駐車場条例施行規則（平成１７年さいたま市規則第１

４号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （定期駐車券）  （定期駐車券） 

第４条 条例第５条第３項に規定する定期駐車券（

様式第４号）は、次の表の左欄に掲げる種類の区

分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる

通用期間及び額とする。 

第４条 条例第５条第３項に規定する定期駐車券（

様式第４号）は、次の表の左欄に掲げる種類の区

分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる

通用期間及び額とする。 

種類 通用期間 額 

全日定期駐車券  ［略］ １０，４７０円

全日定期駐車券 ３１，４１０円

平日定期駐車券 ６，２８０円

平日定期駐車券 １８，８４０円

種類 通用期間 額 

全日定期駐車券  ［略］ １０，２８０円

全日定期駐車券 ３０，８４０円

平日定期駐車券 ６，１７０円

平日定期駐車券 １８，５１０円

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市営岩槻駅東口公共駐車場条例施行規則第４条

の規定は、この規則の施行の日以後に発行する定期駐車券に係る使用料について適 

 用し、同日前に発行する定期駐車券に係る使用料については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第３号 

さいたま市コミュニティ施設条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市コミュニティ施設条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１６３号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係）

 １ ［略］  １ ［略］

 ２ プラザイースト  ２ プラザイースト

 ホールの附属設備の使用料  ホールの附属設備の使用料

名称 単位 使用料 備考

舞台

設備

講演台  ［

略］

５５０円  ［

略］［略］ ［略］

金びょうぶ（６

曲式）

９３０円

地がすり ９３０円

［略］ ［略］

音響反射板 ３，３１０

円

［略］ ［略］

大太鼓 ３１０円

［略］ ［略］

バレー用シート ９３０円

音響

設備

Ａセ

ット

 ［略］  ［

略］

４，４００

円

Ｂセ

ット

 ［略］  ［

略］

７，９２０

円

Ｃセ

ット

 ［略］  ［

略］

１１，３１

０円

マイクロホン  ［

略］

１，１２０

円

 ［

略］

［略］ ［略］

ワイヤレスマイ １，８６０

名称 単位 使用料 備考

舞台

設備

講演台  ［

略］

５４０円  ［

略］［略］ ［略］

金びょうぶ（６

曲式）

９１０円

地がすり ９１０円

［略］ ［略］

音響反射板 ３，２５０

円

［略］ ［略］

大太鼓 ３００円

［略］ ［略］

バレー用シート ９１０円

音響

設備

Ａセ

ット

 ［略］  ［

略］

４，３２０

円

Ｂセ

ット

 ［略］  ［

略］

７，７７０

円

Ｃセ

ット

 ［略］  ［

略］

１１，１０

０円

マイクロホン  ［

略］

１，１００

円

 ［

略］

［略］ ［略］

ワイヤレスマイ １，８３０



ク装置 円

３点づりマイク

装置

５４０円

テープレコーダ

ー

９３０円

ＣＤプレーヤー ９３０円

ＭＤレコーダー ９３０円

ＤＡＴレコーダ

ー

９３０円

ステージスピー

カー

９３０円

はね返りスピー

カー

９３０円

残響付加装置 １，８６０

円

副調整卓 １，８６０

円

レコードプレー

ヤー

９３０円

照明

設備

Ａセ

ット

 ［略］  ［

略］

４，４００

円

Ｂセ

ット

 ［略］  ［

略］

１０，５０

０円

Ｃセ

ット

 ［略］  ［

略］

１９，１７

０円

ボーダーライト  ［

略］

９３０円  ［

略］アッパーホリゾ

ントライト

９３０円

ロアーホリゾン

トライト

９３０円

音響反射板ライ

ト

９３０円

フォローピンス

ポットライト

１，３９０

円

スポットライト

（１キロワット

未満）

２６０円

［略］ ［略］

リモコンライト １，１２０

円

［略］ ［略］

プロジェクター

スポット

１，１２０

円

スパイラルマシ

ン

５５０円

ク装置 円

３点づりマイク

装置

５３０円

テープレコーダ

ー

９１０円

ＣＤプレーヤー ９１０円

ＭＤレコーダー ９１０円

ＤＡＴレコーダ

ー

９１０円

ステージスピー

カー

９１０円

はね返りスピー

カー

９１０円

残響付加装置 １，８３０

円

副調整卓 １，８３０

円

レコードプレー

ヤー

９１０円

照明

設備

Ａセ

ット

 ［略］  ［

略］

４，３２０

円

Ｂセ

ット

 ［略］  ［

略］

１０，３１

０円

Ｃセ

ット

 ［略］  ［

略］

１８，８２

０円

ボーダーライト  ［

略］

９１０円  ［

略］アッパーホリゾ

ントライト

９１０円

ロアーホリゾン

トライト

９１０円

音響反射板ライ

ト

９１０円

フォローピンス

ポットライト

１，３６０

円

スポットライト

（１キロワット

未満）

２５０円

［略］ ［略］

リモコンライト １，１００

円

［略］ ［略］

プロジェクター

スポット

１，１００

円

スパイラルマシ

ン

５４０円



ディスクマシン ５５０円

副調光卓 １，８６０

円

［略］ ［略］

ミラーボール ５５０円

［略］ ［略］

映写

室

１６ミリ映写機  ［

略］

１１，２０

０円

 ［

略］

スライド映写機 １，１２０

円

その

他

グランドピアノ  ［

略］

６，５３０

円

 ［

略］

エレクトーン ２，０４０

円

スクリーン ９３０円

ディスクマシン ５４０円

副調光卓 １，８３０

円

［略］ ［略］

ミラーボール ５４０円

［略］ ［略］

映写

室

１６ミリ映写機  ［

略］

１１，００

０円

 ［

略］

スライド映写機 １，１００

円

その

他

グランドピアノ  ［

略］

６，４１０

円

 ［

略］

エレクトーン ２，０００

円

スクリーン ９１０円

 リハーサル室、多目的ルーム、映像シアタ

ー、音楽スタジオ、茶室、セミナールーム、

アトリエ・陶芸及び展示室の附属設備の使用

料

 リハーサル室、多目的ルーム、映像シアタ

ー、音楽スタジオ、茶室、セミナールーム、

アトリエ・陶芸及び展示室の附属設備の使用

料

名称 単位 使用料 備考

リハー

サル室

グランドピア

ノ

 ［

略］

１，８６０円  ［

略］

アップライト

ピアノ

１，３９０円

多目的

ルーム

講演台  ［

略］

５５０円  ［

略］［略］ ［略］

拡声装置 １，３９０円

ＡＶ装置 １，３９０円

映像シ

アター

講演台  ［

略］

５５０円  ［

略］［略］ ［略］

グランドピア

ノ

１，８６０円

スライド映写

機

９３０円

１６ミリ映写

機

２，８８０円

拡声装置 １，３９０円

ＡＶ装置 １，３９０円

音楽ス

タジオ

ギターアンプ  ［

略］

５４０円  ［

略］ベースアンプ ５４０円

ドラムセット ７４０円

エレクトリッ

クピアノ

２，０４０円

茶室 茶道具  ［ １，１００円

名称 単位 使用料 備考

リハー

サル室

グランドピア

ノ

 ［

略］

１，８３０円  ［

略］

アップライト

ピアノ

１，３６０円

多目的

ルーム

講演台  ［

略］

５４０円  ［

略］［略］ ［略］

拡声装置 １，３６０円

ＡＶ装置 １，３６０円

映像シ

アター

講演台  ［

略］

５４０円  ［

略］［略］ ［略］

グランドピア

ノ

１，８３０円

スライド映写

機

９１０円

１６ミリ映写

機

２，８２０円

拡声装置 １，３６０円

ＡＶ装置 １，３６０円

音楽ス

タジオ

ギターアンプ  ［

略］

５３０円  ［

略］ベースアンプ ５３０円

ドラムセット ７３０円

エレクトリッ

クピアノ

２，０００円

茶室 茶道具  ［ １，０８０円



略］

セミナ

ールー

ム

ＡＶ装置  ［

略］

５４０円

アトリ

エ・陶

芸

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］焼窯（大） ２，１２０円

３，１９０円

焼窯（小） １，３８０円

２，１２０円

 ［略］

略］

セミナ

ールー

ム

ＡＶ装置  ［

略］

５３０円

アトリ

エ・陶

芸

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］焼窯（大） ２，０８０円

３，１３０円

焼窯（小） １，３５０円

２，０８０円

 ［略］

 その他の附属設備の使用料  その他の附属設備の使用料

名称 単位 使用料 備考

スライド映写機  ［

略］

４６０円  ［

略］液晶映写機 １，８６０円

 ［略］  ［略］

名称 単位 使用料 備考

スライド映写機  ［

略］

４５０円  ［

略］液晶映写機 １，８３０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

３ 東大宮コミュニティセンター ３ 東大宮コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

装置

講演台  ［

略］

３４０円  ［

略］［略］ ［略］

スクリーン ３４０円

グランドピアノ １，２２０円

照明

設備

フットライト  ［

略］

６００円  ［

略］ボーダーライト ６００円

アッパーホリゾ

ントライト

２３０円

ロアーホリゾン

トライト

２３０円

センターピンス

ポットライト

６００円

サスペンション

スポットライト

２３０円

シーリングライ

ト

６００円

音響

・映

像設

備

拡声装置  ［

略］

１，２２０円  ［

略］オープンテープ

デッキ

６００円

カセットテープ

デッキ

６００円

レコードプレー

ヤー

６００円

１６ミリ映写機 １，１００円

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

装置

講演台  ［

略］

３３０円  ［

略］［略］ ［略］

スクリーン ３３０円

グランドピアノ １，２００円

照明

設備

フットライト  ［

略］

５９０円  ［

略］ボーダーライト ５９０円

アッパーホリゾ

ントライト

２２０円

ロアーホリゾン

トライト

２２０円

センターピンス

ポットライト

５９０円

サスペンション

スポットライト

２２０円

シーリングライ

ト

５９０円

音響

・映

像設

備

拡声装置  ［

略］

１，２００円  ［

略］オープンテープ

デッキ

５９０円

カセットテープ

デッキ

５９０円

レコードプレー

ヤー

５９０円

１６ミリ映写機 １，０８０円



データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５７０円

 ［略］

データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５６０円

 ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

４ 七里コミュニティセンター ４ 七里コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

装置

 ［略］  ［

略］

［略］  ［

略］音響反射板 ３１０円

グランドピアノ １，１５０円

アップライトピ

アノ

５７０円

 ［略］ ［略］

照明

・音

響・

映像

サスペンション

スポットライト

 ［

略］

５７０円  ［

略］

 ［略］  ［略］

シーリングライ

ト

５７０円

センターピンス

ポットライト

５７０円

音響装置 ５７０円

ビデオプロジェ

クター２００イ

ンチ

１，０４０円

ビデオプロジェ

クター１００イ

ンチ

５７０円

データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５７０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］

陶芸用電気ろく

ろ

５２０円

陶芸用電気窯 ３，１４０円

４，７１０円

 ［略］

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

装置

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］音響反射板 ３００円

グランドピアノ １，１３０円

アップライトピ

アノ

５６０円

 ［略］  ［略］

照明

・音

響・

映像

サスペンション

スポットライト

 ［

略］

５６０円  ［

略］

 ［略］  ［略］

シーリングライ

ト

５６０円

センターピンス

ポットライト

５６０円

音響装置 ５６０円

ビデオプロジェ

クター２００イ

ンチ

１，０２０円

ビデオプロジェ

クター１００イ

ンチ

５６０円

データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５６０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］

陶芸用電気ろく

ろ

５１０円

陶芸用電気窯 ３，０８０円

４，６２０円

 ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

５ 宮原コミュニティセンター ５ 宮原コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台  ［略］  ［  ［略］  ［

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台  ［略］  ［  ［略］  ［



装置 音響反射板 略］ ３１０円略］

グランドピアノ

（大）

１，１５０円

グランドピアノ

（小）

９４０円

 ［略］  ［略］

照明

・音

響・

映像

サスペンション

スポットライト

 ［

略］

５７０円  ［

略］

アッパーホリゾ

ントライト

５７０円

ロアーホリゾン

トライト

５７０円

センターピンス

ポットライト

５７０円

ボーダーライト ５７０円

シーリングライ

ト 

５７０円

シーリングライ

ト 

５７０円

音響装置 ５７０円

ＩＬＡプロジェ

クター

１，０４０円

データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５７０円

映像装置 ５７０円

その  ［略］

［略

］

 ［略］

他 茶道具 ５２０円

陶芸用電気窯 ３，１４０円

４，７１０円

 ［略］

装置 音響反射板 略］ ３００円略］

グランドピアノ

（大）

１，１３０円

グランドピアノ

（小）

９２０円

 ［略］  ［略］

照明

・音

響・

映像

サスペンション

スポットライト

 ［

略］

５６０円  ［

略］

アッパーホリゾ

ントライト

５６０円

ロアーホリゾン

トライト

５６０円

センターピンス

ポットライト

５６０円

ボーダーライト ５６０円

シーリングライ

ト 

５６０円

シーリングライ

ト 

５６０円

音響装置 ５６０円

ＩＬＡプロジェ

クター

１，０２０円

データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５６０円

映像装置 ５６０円

その  ［略］  ［

略］

 ［略］

他 茶道具 ５１０円

陶芸用電気窯 ３，０８０円

４，６２０円

 ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

６ 馬宮コミュニティセンター ６ 馬宮コミュニティセンター

名称 単位 使用料 備考

舞台

装置

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］音響反射板 １，５７０円

グランドピアノ

（大）

１，１５０円

グランドピアノ

（小）

９４０円

 ［略］  ［略］

照明

・音

サスペンション

ライト

 ［

略］

５７０円

名称 単位 使用料 備考

舞台

装置

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］音響反射板 １，５４０円

グランドピアノ

（大）

１，１３０円

グランドピアノ

（小）

９２０円

 ［略］  ［略］

照明

・音

サスペンション

ライト

 ［

略］

５６０円



響・

映像

設備

 ［略］  ［略］

ボーダーライト ５７０円

シーリングライ

ト

５７０円

フォローピンス

ポットライト

５７０円

音響装置 ５７０円

ビデオプロジェ

クター

１，０４０円

データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５７０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］茶道具 １，１００円

 ［略］  ［略］

陶芸用電気窯 ３，１４０円

４，７１０円

 ［略］  ［略］

響・

映像

設備

 ［略］  ［略］

ボーダーライト ５６０円

シーリングライ

ト

５６０円

フォローピンス

ポットライト

５６０円

音響装置 ５６０円

ビデオプロジェ

クター

１，０２０円

データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５６０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］茶道具 １，０８０円

 ［略］  ［略］

陶芸用電気窯 ３，０８０円

４，６２０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

７ 西部文化センター ７ 西部文化センター

名称 単位 使用料 備考

舞台

設備

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］グランドピアノ １，１００円

アップライトピ

アノ

５３０円

照明

設備

ボーダーライト  ［

略］

５３０円

サスペンション

ライト

５３０円

 ［略］  ［略］

シーリングライ

ト

５３０円

フロントサイド

ライト

５３０円

センターピンス

ポットライト

５３０円

ミラーボール ５３０円

音響

・映

像設

備

音響装置  ［

略］

５３０円  ［

略］１６ミリ映写機 １，１００円

ビデオプロジェ

クター

５３０円

書画カメラ ５３０円

名称 単位 使用料 備考

舞台

設備

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］グランドピアノ １，０８０円

アップライトピ

アノ

５２０円

照明

設備

ボーダーライト  ［

略］

５２０円

サスペンション

ライト

５２０円

 ［略］  ［略］

シーリングライ

ト

５２０円

フロントサイド

ライト

５２０円

センターピンス

ポットライト

５２０円

ミラーボール ５２０円

音響

・映

像設

備

音響装置  ［

略］

５２０円  ［

略］１６ミリ映写機 １，０８０円

ビデオプロジェ

クター

５２０円

書画カメラ ５２０円



ビデオカメラ ５３０円

 ［略］  ［略］

レーザーカラオ

ケセット

５３０円

データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５３０円

ダイレクトプロ ５３０円

ジェクター

スライドプロジ

ェクター

５３０円

 ［略］  ［略］

シンセサイザー ５３０円

ドラムセット ５３０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］

茶道具 １，１００円

 ［略］

ビデオカメラ ５２０円

 ［略］  ［略］

レーザーカラオ

ケセット

５２０円

データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５２０円

ダイレクトプロ ５２０円

ジェクター

スライドプロジ

ェクター

５２０円

 ［略］  ［略］

シンセサイザー ５２０円

ドラムセット ５２０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］

茶道具 １，０８０円

 ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

８ 与野本町コミュニティセンター ８ 与野本町コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

音響

・映

像設

備

アップライトピ

アノ

 ［

略］

５４０円  ［

略］

ビデオプロジェ

クター

５４０円

スライド映写機 ２２０円

レクチャーアン

プ

５４０円

カラオケ装置 ５４０円

音響装置 ５７０円

データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５７０円

書画カメラ ５３０円

その

他

北ロビー展示パ

ネル

 ［

略］

１，１００円  ［

略］

南ロビー展示パ

ネル

１，１００円

 ［略］  ［略］

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

音響

・映

像設

備

アップライトピ

アノ

 ［

略］

５３０円  ［

略］

ビデオプロジェ

クター

５３０円

スライド映写機 ２１０円

レクチャーアン

プ

５３０円

カラオケ装置 ５３０円

音響装置 ５６０円

データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５６０円

書画カメラ ５２０円

その

他

北ロビー展示パ

ネル

 ［

略］

１，０８０円  ［

略］

南ロビー展示パ

ネル

１，０８０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

９ 上峰コミュニティホール ９ 上峰コミュニティホール



名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

映像

設備

データプロジェ

クター

 ［

略］

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５７０円

 ［略］

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

映像

設備

データプロジェ

クター

 ［

略］

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５６０円

 ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

１０ 西与野コミュニティホール １０ 西与野コミュニティホール

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

音響

・映

像設

備

ミキサー  ［

略］

１，１００円  ［

略］アップライトピ

アノ

５４０円

音響装置 ５７０円

データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５７０円

［略］

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

音響

・映

像設

備

ミキサー  ［

略］

１，０８０円  ［

略］アップライトピ

アノ

５３０円

音響装置 ５６０円

データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５６０円

［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

１１ 下落合コミュニティセンター １１ 下落合コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

音響

・映

像設

備・

その

他

音響装置  ［

略］

５７０円  ［

略］データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５７０円

書画カメラ ５３０円

 ［略］  ［略］

可動式展示パネ

ル

１，１００円

 ［略］  ［略］

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

音響

・映

像設

備・

その

他

音響装置  ［

略］

５６０円  ［

略］データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５６０円

書画カメラ ５２０円

 ［略］  ［略］

可動式展示パネ

ル

１，０８０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

１２ 高鼻コミュニティセンター １２ 高鼻コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

音響

・映

像設

備・

その

他

音響装置  ［

略］

５７０円  ［

略］データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

ダイレクトプロ

５７０円

５７０円

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

音響

・映

像設

備・

その

他

音響装置  ［ ５６０円  ［

略］データプロジェ

クター

略］ ５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

ダイレクトプロ

５６０円

５６０円



ジェクター

 ［略］  ［略］

ジェクター

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

１３ コミュニティセンターいわつき １３ コミュニティセンターいわつき

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

装置

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］アップライトピ

アノ

５３０円

 ［略］  ［略］

照明

・音

響・

映像

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］音響装置 ５３０円

 ［略］  ［略］

電子ピアノ ５３０円

１６ミリ映写機 １，１００円

 ［略］  ［略］

データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５３０円

スライドプロジ

ェクター

５３０円

書画カメラ ５３０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］茶道具 ５２０円

 ［略］  ［略］

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

装置

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］アップライトピ

アノ

５２０円

 ［略］  ［略］

照明

・音

響・

映像

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］音響装置 ５２０円

 ［略］  ［略］

電子ピアノ ５２０円

１６ミリ映写機 １，０８０円

 ［略］  ［略］

データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５２０円

スライドプロジ

ェクター

５２０円

書画カメラ ５２０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］茶道具 ５１０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

１４ 岩槻駅東口コミュニティセンター １４ 岩槻駅東口コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

装置

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］グランドピアノ １，１００円

アップライトピ

アノ

５３０円

照明 音響・照明装置  ［ ７４０円  ［

・音

響・

映像

音響装置 略］ ５３０円略］

 ［略］  ［略］

ドラムセット ５３０円

 ［略］  ［略］

キーボード ５３０円

１６ミリ映写機 １，１００円

ビデオプロジェ

クター

１，０４０円

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

装置

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］グランドピアノ １，０８０円

アップライトピ

アノ

５２０円

照明 音響・照明装置  ［ ７３０円  ［

・音

響・

映像

音響装置 略］ ５２０円略］

 ［略］  ［略］

ドラムセット ５２０円

 ［略］  ［略］

キーボード ５２０円

１６ミリ映写機 １，０８０円

ビデオプロジェ

クター

１，０２０円



ポータブルビデ

オプロジェクタ

ー

５３０円

 ［略］  ［略］

オーバーヘッド

プロジェクター

５７０円

書画カメラ ５３０円

その

他

陶芸用電気ろく

ろ

 ［

略］

５２０円  ［

略］

七宝焼用電気窯 ５２０円

陶芸用電気窯 ３，１４０円

４，７１０円

 ［略］  ［略］

可動式展示パネ

ル

１，１００円

 ［略］  ［略］

ポータブルビデ

オプロジェクタ

ー

５２０円

 ［略］  ［略］

オーバーヘッド

プロジェクター

５６０円

書画カメラ ５２０円

その

他

陶芸用電気ろく

ろ

 ［

略］

５１０円  ［

略］

七宝焼用電気窯 ５１０円

陶芸用電気窯 ３，０８０円

４，６２０円

 ［略］  ［略］

可動式展示パネ

ル

１，０８０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

１５ ふれあいプラザいわつき １５ ふれあいプラザいわつき

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

・音

響・

映像

・そ

の他

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］カラオケ装置 ５３０円

 ［略］ ［略］

データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５７０円

 ［略］  ［略］

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

・音

響・

映像

・そ

の他

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］カラオケ装置 ５２０円

 ［略］ ［略］

データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５６０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

１６ プラザウエスト １６ プラザウエスト

 ホールの附属設備の使用料  ホールの附属設備の使用料

名称 単位 使用料 備考

舞台

装置

講演台  ［

略］

５５０円  ［

略］ ［略］  ［略］

ステージ台 １，１００円

金びょうぶ（６

曲式）

９３０円

地がすり ９３０円

 ［略］  ［略］

音響反射板 ３，３１０円

 ［略］  ［略］

バレエ用シート ９３０円

音響 Ａセッ ［略］  ［ ４，４００円

名称 単位 使用料 備考

舞台

装置

講演台  ［

略］

５４０円  ［

略］ ［略］  ［略］

ステージ台 １，０８０円

金びょうぶ（６

曲式）

９１０円

地がすり ９１０円

 ［略］  ［略］

音響反射板 ３，２５０円

 ［略］  ［略］

バレエ用シート ９１０円

音響 Ａセッ ［略］  ［ ４，３２０円



設備 ト 略］

Ｂセッ

ト

［略］  ［

略］

７，９２０円

Ｃセッ

ト

［略］  ［

略］

１１，３１０

円

マイクロホン  ［

略］

１，１２０円  ［

略］ ［略］  ［略］

ワイヤレスマイ

ク装置

１，８６０円

３点づりマイク

装置

５４０円

ステージスピー

カー

９３０円

はね返りスピー

カー

９３０円

残響付加装置 １，８６０円

副調整卓 ２，７９０円

照明

設備

Ａセッ

ト

［略］  ［

略］

４，４００円

Ｂセッ

ト

［略］  ［

略］

１０，５００

円

Ｃセッ

ト

［略］  ［

略］

１９，１７０

円

ボーダーライト  ［

略］

９３０円  ［

略］アッパーホリゾ

ントライト

９３０円

ロアーホリゾン

トライト

９３０円

音響反射板ライ

ト

９３０円

フォローピンス

ポットライト

１，３９０円

スポットライト

（１キロワット

未満）

２６０円

 ［略］  ［略］

リモコンライト １，１２０円

ストリップライ

ト（１２灯）

６３０円

プロジェクター

スポット

１，１２０円

スパイラルマシ

ン

５５０円

ディスクマシン ５５０円

設備 ト 略］

Ｂセッ

ト

［略］  ［

略］

７，７７０円

Ｃセッ

ト

［略］  ［

略］

１１，１００

円

マイクロホン  ［

略］

１，１００円  ［

略］ ［略］  ［略］

ワイヤレスマイ

ク装置

１，８３０円

３点づりマイク

装置

５３０円

ステージスピー

カー

９１０円

はね返りスピー

カー

９１０円

残響付加装置 １，８３０円

副調整卓 ２，７４０円

照明

設備

Ａセッ

ト

［略］  ［

略］

４，３２０円

Ｂセッ

ト

［略］  ［

略］

１０，３１０

円

Ｃセッ

ト

［略］  ［

略］

１８，８２０

円

ボーダーライト  ［

略］

９１０円  ［

略］アッパーホリゾ

ントライト

９１０円

ロアーホリゾン

トライト

９１０円

音響反射板ライ

ト

９１０円

フォローピンス

ポットライト

１，３６０円

スポットライト

（１キロワット

未満）

２５０円

 ［略］  ［略］

リモコンライト １，１００円

ストリップライ

ト（１２灯）

６２０円

プロジェクター

スポット

１，１００円

スパイラルマシ

ン

５４０円

ディスクマシン ５４０円



副調光卓 １，８６０円

 ［略］  ［略］

ミラーボール ５５０円

 ［略］  ［略］

その

他

グランドピアノ  ［

略］

３，８４０円  ［

略］スクリーン ９３０円

副調光卓 １，８３０円

 ［略］  ［略］

ミラーボール ５４０円

 ［略］  ［略］

その

他

グランドピアノ  ［

略］

３，７７０円  ［

略］スクリーン ９１０円

 第１リハーサル室、第１楽屋、多目的ルー

ム、音楽スタジオ、和室、陶芸アトリエ及び

ギャラリーの附属設備の使用料

 第１リハーサル室、第１楽屋、多目的ルー

ム、音楽スタジオ、和室、陶芸アトリエ及び

ギャラリーの附属設備の使用料

名称 単位 使用料 備考

第１リ

ハーサ

ル室

グランドピア

ノ

 ［

略］

２，２００円  ［

略］

第１楽

屋

アップライト

ピアノ

 ［

略］

１，３９０円  ［

略］

多目的

ルーム

講演台  ［

略］

５５０円  ［

略］ ［略］  ［略］

拡声装置 １，３９０円

ＡＶ装置 １，３９０円

音楽ス

タジオ

ギターアンプ  ［

略］

５４０円  ［

略］ベースアンプ ５４０円

ドラムセット ７４０円

エレクトリッ

クピアノ

１，９３０円

音響セット １，７８０円

和室 茶道具  ［

略］

１，１００円

陶芸ア

トリエ

 ［略］  ［

略］

［略］  ［

略］焼窯（大） ２，１２０円

３，１９０円

焼窯（小） １，３８０円

２，１２０円

 ［略］

名称 単位 使用料 備考

第１リ

ハーサ

ル室

グランドピア

ノ

 ［

略］

２，１６０円  ［

略］

第１楽

屋

アップライト

ピアノ

 ［

略］

１，３６０円  ［

略］

多目的

ルーム

講演台  ［

略］

５４０円  ［

略］ ［略］  ［略］

拡声装置 １，３６０円

ＡＶ装置 １，３６０円

音楽ス

タジオ

ギターアンプ  ［

略］

５３０円  ［

略］ベースアンプ ５３０円

ドラムセット ７３０円

エレクトリッ

クピアノ

１，９００円

音響セット １，７４０円

和室 茶道具  ［

略］

１，０８０円

陶芸ア

トリエ

 ［略］  ［

略］

［略］  ［

略］焼窯（大） ２，０８０円

３，１３０円

焼窯（小） １，３５０円

２，０８０円

 ［略］

 その他の附属設備の使用料  その他の附属設備の使用料

名称 単位 使用料 備考

１６ミリ映写機  ［ １，１００円  ［

スライド映写機 略］ ４６０円略］

マルチプロジェクタ

ー

８３０円

 ［略］  ［略］

名称 単位 使用料 備考

１６ミリ映写機  ［ １，０８０円  ［

スライド映写機 略］ ４５０円略］

マルチプロジェクタ

ー

８２０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

１７ 大宮工房館 １７ 大宮工房館



名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

・音

響設

備・

その

他

講演台  ［

略］

５２０円  ［

略］拡声装置 １，５７０円

データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５７０円

七宝焼用電気窯 ５２０円

陶芸用電気ろく

ろ

５２０円

陶芸用電気窯（

大）

４，１９０円

６，２８０円

陶芸用電気窯（

小）

２，０９０円

３，１４０円

 ［略］  ［略］

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

・音

響設

備・

その

他

講演台  ［

略］

５１０円  ［

略］拡声装置 １，５４０円

データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５６０円

七宝焼用電気窯 ５１０円

陶芸用電気ろく

ろ

５１０円

陶芸用電気窯（

大）

４，１１０円

６，１７０円

陶芸用電気窯（

小）

２，０５０円

３，０８０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

１８ 片柳コミュニティセンター １８ 片柳コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

設備

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］音響反射板 ３１０円

 ［略］  ［略］

グランドピアノ １，１００円

 ［略］  ［略］

照明

設備

サスペンション

ライト

 ［

略］

２３０円

 ［略］  ［略］

ボーダーライト ５３０円

シーリングライ

ト

５３０円

フォローピンス

ポットライト

５７０円

音響

設備

音響装置  ［

略］

５３０円  ［

略］電子ピアノ ５３０円

アップライトピ

アノ

５３０円

シンセサイザー ５３０円

 ［略］ ［略］

ドラムセット ５３０円

映像ＤＬＰプロジェ  ［ １，０４０円  ［

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

設備

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］音響反射板 ３００円

 ［略］  ［略］

グランドピアノ １，０８０円

 ［略］  ［略］

照明

設備

サスペンション

ライト

 ［

略］

２２０円

 ［略］  ［略］

ボーダーライト ５２０円

シーリングライ

ト

５２０円

フォローピンス

ポットライト

５６０円

音響

設備

音響装置  ［

略］

５２０円  ［

略］電子ピアノ ５２０円

アップライトピ

アノ

５２０円

シンセサイザー ５２０円

 ［略］  ［略］

ドラムセット ５２０円

映像 ＤＬＰプロジェ  ［ １，０２０円  ［



設備クター 略］ 略］

ビデオプロジェ

クター

５３０円

データプロジェ

クター

５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５３０円

書画カメラ ５３０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］茶道具 ５２０円

 ［略］  ［略］

陶芸用電気ろく

ろ

５２０円

陶芸用電気窯 ３，１４０円

４，７１０円

 ［略］  ［略］

設備 クター 略］ 略］

ビデオプロジェ

クター

５２０円

データプロジェ

クター

５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５２０円

書画カメラ ５２０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］茶道具 ５１０円

 ［略］  ［略］

陶芸用電気ろく

ろ

５１０円

陶芸用電気窯 ３，０８０円

４，６２０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

１９ 浦和コミュニティセンター １９ 浦和コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

設備

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］音響反射板 ３１０円

 ［略］  ［略］

フルコンサート

グランドピアノ

３，８４０円

照明

設備

ボーダーライト  ［

略］

５３０円

 ［略］  ［略］

サスペンション

ライト

２３０円

シーリングライ

ト

５３０円

フロントサイド

ライト

５３０円

音響

設備

音響装置  ［

略］

５３０円  ［

略］ ［略］  ［略］

セミコンサート

グランドピアノ

２，２００円

グランドピアノ １，１００円

電子ピアノ ５３０円

シンセサイザー ５３０円

 ［略］  ［略］

ドラムセット ５３０円

映像 ＤＬＰプロジェ  ［ １，０４０円  ［

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

設備

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］音響反射板 ３００円

 ［略］  ［略］

フルコンサート

グランドピアノ

３，７７０円

照明

設備

ボーダーライト  ［

略］

５２０円

 ［略］  ［略］

サスペンション

ライト

２２０円

シーリングライ

ト

５２０円

フロントサイド

ライト

５２０円

音響

設備

音響装置  ［

略］

５２０円  ［

略］ ［略］  ［略］

セミコンサート

グランドピアノ

２，１６０円

グランドピアノ １，０８０円

電子ピアノ ５２０円

シンセサイザー ５２０円

 ［略］  ［略］

ドラムセット ５２０円

映像 ＤＬＰプロジェ  ［ １，０２０円  ［



設備 クター 略］ 略］

プロジェクター ５７０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５３０円

書画カメラ ５３０円

 ［略］

設備 クター 略］ 略］

プロジェクター ５６０円

オーバーヘッド

プロジェクター

５２０円

書画カメラ ５２０円

 ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

２０ プラザノース ２０ プラザノース

 ホールの附属設備の使用料  ホールの附属設備の使用料

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

装置

講演台  ［

略］

５５０円  ［

略］ ［略］  ［略］

びょうぶ ９３０円

地がすり ９３０円

 ［略］  ［略］

音響反射板 ３，３１０円

所作台 ２，３２０円

松羽目 ５５０円

 ［略］  ［略］

バレエ用シート ９３０円

紗幕 ５５０円

音響

設備

Ａセッ

ト

［略］  ［

略］

４，４００円

Ｂセッ

ト

［略］  ［

略］

７，９２０円

Ｃセッ

ト

［略］  ［

略］

１１，３１０

円

マイクロホン  ［

略］

１，１２０円  ［

略］ ［略］  ［略］

ワイヤレスマイ

ク装置

１，８６０円

３点づりマイク

装置

５４０円

ステージスピー

カー

９３０円

はね返りスピー

カー

９３０円

残響付加装置 １，８６０円

副調整卓 ２，７９０円

照明

設備

Ａセッ

ト

［略］  ［

略］

４，４００円

Ｂセッ ［略］  ［ １０，５００

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

装置

講演台  ［

略］

５４０円  ［

略］ ［略］  ［略］

びょうぶ ９１０円

地がすり ９１０円

 ［略］  ［略］

音響反射板 ３，２５０円

所作台 ２，２８０円

松羽目 ５４０円

 ［略］  ［略］

バレエ用シート ９１０円

紗幕 ５４０円

音響

設備

Ａセッ

ト

［略］  ［

略］

４，３２０円

Ｂセッ

ト

［略］  ［

略］

７，７７０円

Ｃセッ

ト

［略］  ［

略］

１１，１００

円

マイクロホン  ［

略］

１，１００円  ［

略］ ［略］  ［略］

ワイヤレスマイ

ク装置

１，８３０円

３点づりマイク

装置

５３０円

ステージスピー

カー

９１０円

はね返りスピー

カー

９１０円

残響付加装置 １，８３０円

副調整卓 ２，７４０円

照明

設備

Ａセッ

ト

［略］  ［

略］

４，３２０円

Ｂセッ ［略］  ［ １０，３１０



ト 略］ 円

Ｃセッ

ト

［略］  ［

略］

１９，１７０

円

フットライト  ［

略］

５５０円  ［

略］ボーダーライト ９３０円

アッパーホリゾ

ントライト

９３０円

ロアーホリゾン

トライト

９３０円

音響反射板ライ

ト

９３０円

フォローピンス

ポットライト

１，３９０円

スポットライト

（１キロワット

未満）

２６０円

 ［略］  ［略］

ストリップライ

ト

６３０円

プロジェクター

スポット

１，１２０円

スパイラルマシ ５５０円

ン

ディスクマシン ５５０円

波マシン ５５０円

副調光卓 １，８６０円

 ［略］  ［略］

ミラーボール ５５０円

 ［略］  ［略］

星球 ２，３２０円

その

他

グランドピアノ  ［

略］

６，５３０円  ［

略］書画カメラ １，１２０円

スクリーン ９３０円

ト 略］ 円

Ｃセッ

ト

［略］  ［

略］

１８，８２０

円

フットライト  ［

略］

５４０円  ［

略］ボーダーライト ９１０円

アッパーホリゾ

ントライト

９１０円

ロアーホリゾン

トライト

９１０円

音響反射板ライ

ト

９１０円

フォローピンス

ポットライト

１，３６０円

スポットライト

（１キロワット

未満）

２５０円

 ［略］  ［略］

ストリップライ

ト

６２０円

プロジェクター

スポット

１，１００円

スパイラルマシ ５４０円

ン

ディスクマシン ５４０円

波マシン ５４０円

副調光卓 １，８３０円

 ［略］  ［略］

ミラーボール ５４０円

 ［略］  ［略］

星球 ２，２８０円

その

他

グランドピアノ  ［

略］

６，４１０円  ［

略］書画カメラ １，１００円

スクリーン ９１０円

 リハーサル室、音楽スタジオ、多目的ルー

ム、和室、陶芸アトリエ及びノースギャラリ

ーの附属設備の使用料

 リハーサル室、音楽スタジオ、多目的ルー

ム、和室、陶芸アトリエ及びノースギャラリ

ーの附属設備の使用料

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

リハー

サル室

及び音

楽スタ

ジオ

グランドピア

ノ

 ［

略］

１，８６０円  ［

略］

アップライト

ピアノ

１，３９０円

ギターアンプ ５４０円

ベースアンプ ５４０円

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

リハー

サル室

及び音

楽スタ

ジオ

グランドピア

ノ

 ［

略］

１，８３０円  ［

略］

アップライト

ピアノ

１，３６０円

ギターアンプ ５３０円

ベースアンプ ５３０円



ドラムセット ７４０円

エレクトリッ

クピアノ

１，９３０円

音響セット １，７８０円

多目的

ルーム

講演台  ［

略］

５５０円  ［

略］ ［略］  ［略］

びょうぶ ９３０円

 ［略］  ［略］

拡声装置 １，３９０円

ＡＶ装置 １，３９０円

 ［略］  ［略］

ストリップラ

イト

３１０円

ピンスポット ５７０円

ライト

グランドピア

ノ

１，８６０円

和室  ［略］  ［

略］

 ［略］

茶道具 １，１００円

陶芸ア

トリエ

 ［略］  ［

略］

［略］  ［

略］焼窯（大） ２，１２０円

３，１９０円

焼窯（小） １，３８０円

２，１２０円

ノース

ギャラ

リー

 ［略］  ［

略］

 ［略］

拡声装置 １，８６０円

ドラムセット ７３０円

エレクトリッ

クピアノ

１，９００円

音響セット １，７４０円

多目的

ルーム

講演台  ［

略］

５４０円  ［

略］ ［略］  ［略］

びょうぶ ９１０円

［略］  ［略］

拡声装置 １，３６０円

ＡＶ装置 １，３６０円

 ［略］  ［略］

ストリップラ

イト

３００円

ピンスポット ５６０円

ライト

グランドピア

ノ

１，８３０円

和室  ［略］  ［

略］

 ［略］

茶道具 １，０８０円

陶芸ア

トリエ

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］焼窯（大） ２，０８０円

３，１３０円

焼窯（小） １，３５０円

２，０８０円

ノース

ギャラ

リー

 ［略］  ［

略］

 ［略］

拡声装置 １，８３０円

 その他の附属設備の使用料  その他の附属設備の使用料

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

スライド映写機  ［

略］

４６０円  ［

略］プロジェクター ５７０円

書画カメラ ８３０円

 ［略］  ［略］

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

スライド映写機  ［

略］

４５０円  ［

略］プロジェクター ５６０円

書画カメラ ８２０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

２１ 日進公園コミュニティセンター ２１ 日進公園コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

音響

・映

像設

備・

その

アップライトピ

アノ

 ［

略］

５３０円  ［

略］

 ［略］  ［略］

データプロジェ

クター

５７０円

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

音響

・映

像設

備・

その

アップライトピ

アノ

 ［

略］

５２０円  ［

略］

 ［略］  ［略］

データプロジェ

クター

５６０円



他 書画カメラ ５３０円

 ［略］  ［略］

茶道具 ５２０円

 ［略］  ［略］

他 書画カメラ ５２０円

 ［略］  ［略］

茶道具 ５１０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

２２ 武蔵浦和コミュニティセンター ２２ 武蔵浦和コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台

設備

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］セミコンサート

グランドピアノ

（ホール用）

２，９３０円

照明

設備

ボーダーライト  ［

略］

５３０円

 ［略］  ［略］

センターピンス

ポットライト

５３０円

サスペンション

ライト

２３０円

シーリングライ

ト

５３０円

フロントサイド

ライト

５３０円

音響

設備

音響装置  ［

略］

５３０円  ［

略］ ［略］  ［略］

セミコンサート

グランドピアノ

２，２００円

グランドピアノ １，１００円

アップライトピ

アノ

５３０円

シンセサイザー ５３０円

 ［略］  ［略］

ドラムセット ５３０円

映像

設備

ＤＬＰプロジェ

クター

 ［

略］

１，０４０円

データプロジェ

クター

５７０円

書画カメラ ５３０円

 ［略］

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

舞台

設備

［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］セミコンサート

グランドピアノ

（ホール用）

２，８７０円

照明

設備

ボーダーライト  ［

略］

５２０円

 ［略］  ［略］

センターピンス

ポットライト

５２０円

サスペンション

ライト

２２０円

シーリングライ

ト

５２０円

フロントサイド

ライト

５２０円

音響

設備

音響装置  ［

略］

５２０円  ［

略］ ［略］  ［略］

セミコンサート

グランドピアノ

２，１６０円

グランドピアノ １，０８０円

アップライトピ

アノ

５２０円

シンセサイザー ５２０円

 ［略］  ［略］

ドラムセット ５２０円

映像

設備

ＤＬＰプロジェ

クター

 ［

略］

１，０２０円

データプロジェ

クター

５６０円

書画カメラ ５２０円

 ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

２３ 美園コミュニティセンター ２３ 美園コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台  ［略］  ［  ［略］  ［

名称 単位
使用料（１回

につき）
備考

舞台  ［略］  ［  ［略］  ［



設備 スクリーン 略］ ３４０円 略］

 ［略］  ［略］

照明

設備

ボーダーライト  ［

略］

５３０円

 ［略］ ［略］

サスペンション

ライト

２３０円

シーリングライ

ト

５３０円

音響

設備

音響装置  ［

略］

５３０円  ［

略］ ［略］  ［略］

グランドピアノ １，１００円

アップライトピ

アノ

５３０円

シンセサイザー ５３０円

 ［略］  ［略］

ドラムセット ５３０円

映像

設備

ビデオプロジェ

クター

 ［

略］

１，０４０円

データプロジェ

クター

５７０円

書画カメラ ５３０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］茶道具 ５２０円

 ［略］  ［略］

設備 スクリーン 略］ ３３０円 略］

 ［略］  ［略］

照明

設備

ボーダーライト  ［

略］

５２０円

 ［略］  ［略］

サスペンション

ライト

２２０円

シーリングライ

ト

５２０円

音響

設備

音響装置  ［

略］

５２０円  ［

略］ ［略］  ［略］

グランドピアノ １，０８０円

アップライトピ

アノ

５２０円

シンセサイザー ５２０円

 ［略］  ［略］

ドラムセット ５２０円

映像

設備

ビデオプロジェ

クター

 ［

略］

１，０２０円

データプロジェ

クター

５６０円

書画カメラ ５２０円

その

他

 ［略］  ［

略］

 ［略］  ［

略］茶道具 ５１０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市コミュニティ施設条例施行規則別表の規定は、 

 この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の附属設備の利用に係る利用

料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の附属設備の利用に係

る利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の附属設備の

利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。 



さいたま市規則第４号 

   さいたま市市民活動サポートセンター条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市市民活動サポートセンター条例施行規則（平成１９年さいたま市規則第

１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第１３条関係） 別表（第１３条関係） 

名称 単位

使用料

備考

利用時間内

で貸し出す

場合

利用時間を

超えて貸し

出す場合

３時間まで

ごとに

１日までご

とに

データプ

ロジェク

ター

［略］ ［略］ 1,670 円［略］

オーバー

ヘッドプ

ロジェク

ター

  1,670 円

移動式ス

クリーン

  620 円

ビデオ一

体型ＤＶ

Ｄプレー

ヤー

  1,670 円

ブルーレ

イディス

クプレー

ヤー

1,670 円

［略］  ［略］

名称 単位

使用料

備考

利用時間内

で貸し出す

場合

利用時間を

超えて貸し

出す場合

３時間まで

ごとに

１日までご

とに

データプ

ロジェク

ター

［略］ ［略］ 1,640 円［略］

オーバー

ヘッドプ

ロジェク

ター

  1,640 円

移動式ス

クリーン

  610 円

ビデオ一

体型ＤＶ

Ｄプレー

ヤー

  1,640 円

ブルーレ

イディス

クプレー

ヤー

1,640 円

［略］  ［略］

  備考 [略]   備考 [略] 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市市民活動サポートセンター条例施行規則別表

の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の貸出機材の利用

に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の貸出機材の

利用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の貸出

機材の利用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例によ

る。 



さいたま市規則第５号 

   さいたま市下水道条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市下水道条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第２３０号）の一部

を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （公益上必要と認める業種）  （公益上必要と認める業種） 

第１５条 ［略］ 

２ 前項の業種に係る使用料は、使用水量に１立方

メートル当たり１８円を乗じて算定して得た額に

１００分の１１０を乗じて得た額とする。この場

合において、当該算定して得た額に１円未満の端

数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第１５条 ［略］ 

２ 前項の業種に係る使用料は、使用水量に１立方

メートル当たり１８円を乗じて算定して得た額に

１００分の１０８を乗じて得た額とする。この場

合において、当該算定して得た額に１円未満の端

数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前から継続している下水道の使

用で施行日から令和元年１０月３１日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定

するもの（施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日 

後であるもの（以下「特定使用」という。）にあっては、当該確定したもののうち、 

施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料の額を前回確定日（その直前

の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。）から施行日以後初

めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回

確定日から令和元年１０月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部

分（以下「特定使用に係る部分」という。））の当該確定した使用料（特定使用に



あっては、当該確定した使用料のうち当該特定使用に係る部分に対応する部分に限

る。）に係るこの規則による改正後のさいたま市下水道条例施行規則第１５条第２

項の規定の適用については、なお従前の例による。 

３ 前項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、これを

１月とする。 



さいたま市規則第６号

   さいたま市市税条例施行規則の一部を改正する規則

 さいたま市市税条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第６４号）の一部を次の

ように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前 

 （市長の権限の委任）  （市長の権限の委任） 

第２条の２ ［略］ 第２条の２ ［略］ 

２ 前項ただし書に規定する事務は、次に掲げる事

務とする。 

２ 前項ただし書に規定する事務は、次に掲げる事

務とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 条例第２４条の２第１項第１号イ又はウの規

定による指定に関すること。 

 条例第２４条の２第１項第３号イ又はウの規

定による指定に関すること。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 （申告等の特例）  （申告等の特例） 

第２条の５ 法、令、条例及びこの規則の規定によ

り、納税者、特別徴収義務者等が市長に対して行

う申告、申請、請求その他書類の提出については、

 次に掲げるものを除き、第２条の３に規定する所

管区の区長に対して行うものとする。 

第２条の５ 法、令、条例及びこの規則の規定によ

り、納税者、特別徴収義務者等が市長に対して行

う申告、申請、請求その他書類の提出については、

 次に掲げるものを除き、第２条の３に規定する所

管区の区長に対して行うものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 条例第２４条の２第１項第１号イ又はウの規

定による指定に関するもの 

 条例第２４条の２第１項第３号イ又はウの規

定による指定に関するもの 

 ［略］    ［略］ 

 （指定法人等の指定）  （指定法人等の指定） 

第１２条 条例第２４条の２第１項第１号イの規定

による指定（以下「指定法人等の指定」という。

）を受けようとする法人又は団体は、次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出しなければな

らない。 

第１２条 条例第２４条の２第１項第３号イの規定

による指定（以下「指定法人等の指定」という。

）を受けようとする法人又は団体は、次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出しなければな

らない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

 （指定支出金の指定）  （指定支出金の指定） 



第１２条の２ 条例第２４条の２第１項第１号ウの

規定による特定公益信託に対する支出金の指定（

以下「指定支出金の指定」という。）を受けよう

とする当該特定公益信託の受託者は、次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出しなければな

らない。 

第１２条の２ 条例第２４条の２第１項第３号ウの

規定による特定公益信託に対する支出金の指定（

以下「指定支出金の指定」という。）を受けよう

とする当該特定公益信託の受託者は、次に掲げる

事項を記載した申出書を市長に提出しなければな

らない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

様式第３９号の２（別表第１関係） 様式第３９号の２（別表第１関係） 

指定申出書（法人又は団体用） 指定申出書（法人又は団体用） 

 ［略］  ［略］ 

（宛先）さいたま市長 （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

 さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１号イ

に規定する法人又は団体として指定を受けたいので、

次のとおり申し出ます。 

 さいたま市市税条例第２４条の２第１項第３号イ

に規定する法人又は団体として指定を受けたいので、

次のとおり申し出ます。 

 ［略］  ［略］ 

様式第３９号の３（別表第１関係） 様式第３９号の３（別表第１関係） 

指定通知書（法人又は団体用） 指定通知書（法人又は団体用） 

 ［略］  ［略］ 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

て、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１号

イに規定する法人又は団体として指定しましたので、

次のとおり通知します。 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

て、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第３号

イに規定する法人又は団体として指定しましたので、

次のとおり通知します。 

 ［略］  ［略］ 

様式第３９号の４（別表第１関係） 様式第３９号の４（別表第１関係） 

不指定決定通知書（法人又は団体用） 不指定決定通知書（法人又は団体用） 

 ［略］  ［略］ 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

ては、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１

号イに規定する法人又は団体として指定をしないこ

ととしましたので通知します。 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

ては、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第３

号イに規定する法人又は団体として指定をしないこ

ととしましたので通知します。 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第３９号の５（別表第１関係） 様式第３９号の５（別表第１関係） 

事業報告書（法人又は団体用） 事業報告書（法人又は団体用） 

 ［略］  ［略］ 

（宛先）さいたま市長 （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第３９号の６（別表第１関係） 様式第３９号の６（別表第１関係） 

指定申出書（特定公益信託用） 指定申出書（特定公益信託用） 



 ［略］  ［略］ 

（宛先）さいたま市長 （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

 さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１号ウ

に規定する特定寄附金とみなされる特定公益信託に

対する支出金のうち市長が指定するものとして指定

を受けたいので、次のとおり申し出ます。 

 さいたま市市税条例第２４条の２第１項第３号ウ

に規定する特定寄附金とみなされる特定公益信託に

対する支出金のうち市長が指定するものとして指定

を受けたいので、次のとおり申し出ます。 

 ［略］  ［略］ 

様式第３９号の７（別表第１関係） 様式第３９号の７（別表第１関係） 

指定通知書（特定公益信託用） 指定通知書（特定公益信託用） 

 ［略］  ［略］ 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

て、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１号

ウに規定する特定寄附金とみなされる特定公益信託

に対する支出金のうち市長が指定するものとして指

定しましたので、通知します。 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

て、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第３号

ウに規定する特定寄附金とみなされる特定公益信託

に対する支出金のうち市長が指定するものとして指

定しましたので、通知します。 

 ［略］  ［略］ 

様式第３９号の８（別表第１関係） 様式第３９号の８（別表第１関係） 

不指定決定通知書（特定公益信託用） 不指定決定通知書（特定公益信託用） 

 ［略］  ［略］ 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

ては、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第１

号ウに規定する特定寄附金とみなされる特定公益信

託に対する支出金のうち市長が指定するものとして

指定をしないこととしましたので、通知します。 

   年  月  日付けで申出のあった件につい

ては、さいたま市市税条例第２４条の２第１項第３

号ウに規定する特定寄附金とみなされる特定公益信

託に対する支出金のうち市長が指定するものとして

指定をしないこととしましたので、通知します。 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第３９号の９（別表第１関係） 様式第３９号の９（別表第１関係） 

事業報告書（特定公益信託用） 事業報告書（特定公益信託用） 

 ［略］  ［略］ 

（宛先）さいたま市長 （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   附 則

この規則は、令和元年６月１日から施行する。 



さいたま市規則第７号 

さいたま市浦和ふれあい館条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市浦和ふれあい館条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第７９号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係）

附属設備の利用料金 附属設備の利用料金

名称 単位 利用料金 備考

講演台  ［ ６６０円  ［

司会者台 略］ ２２０円略］

レクチャー卓 １，６４０円

ビデオプロジェク

ター

１，６４０円

スライドプロジェ

クター

１，３２０円

１６ミリ映写機 １，１００円

オーバーヘッドプ

ロジェクター

７６０円

マイクロホン １，３２０円

ワイヤレスマイク ２，２００円

 ［略］  ［略］

長机 ２２０円

 ［略］  ［略］

名称 単位 利用料金 備考

講演台  ［ ６４０円  ［

司会者台 略］ ２１０円略］

レクチャー卓 １，６１０円

ビデオプロジェク

ター

１，６１０円

スライドプロジェ

クター

１，２９０円

１６ミリ映写機 １，０８０円

オーバーヘッドプ

ロジェクター

７５０円

マイクロホン １，２９０円

ワイヤレスマイク ２，１６０円

 ［略］  ［略］

長机 ２１０円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市浦和ふれあい館条例施行規則別表の規定は、



この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の附属設備の利用に係る利用

料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の附属設備の利用に係

る利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の附属設備の

利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。 



さいたま市規則第８号 

さいたま市大宮ふれあい福祉センター条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市大宮ふれあい福祉センター条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第

８０号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係）

品名 単位
利用料金（１回に

つき）
備考

一体型四面マル

チビジョン

 ［

略］

１，２７０円  ［

略］

展示パネル １，０５０円

ビデオプロジェ

クター

１，２７０円

オーバーヘッド

カメラ

１，０５０円

オーバーヘッド

プロジェクター

１，０５０円

音響装置 ８４０円

ワイヤレスセッ

ト

１，０５０円

マイク ５２０円

講演台 ５２０円

１６ミリ映写機 １，０５０円

ステージサイド

スポットライト

３１０円

 ［略］  ［略］

品名 単位
利用料金（１回に

つき）
備考

一体型四面マル

チビジョン

 ［

略］

１，２５０円  ［

略］

展示パネル １，０３０円

ビデオプロジェ

クター

１，２５０円

オーバーヘッド

カメラ

１，０３０円

オーバーヘッド

プロジェクター

１，０３０円

音響装置 ８３０円

ワイヤレスセッ

ト

１，０３０円

マイク ５１０円

講演台 ５１０円

１６ミリ映写機 １，０３０円

ステージサイド

スポットライト

３００円

 ［略］  ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市大宮ふれあい福祉センター条例施行規則別表

の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後の附属設備の利用

に係る利用料金で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の附属設備

の利用に係る利用料金で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後の

附属設備の利用に係る利用料金で施行日前に納付するものについては、なお従前の

例による。 



さいたま市規則第９号 

   さいたま市子ども家庭総合センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市子ども家庭総合センター条例施行規則（平成３０年さいたま市規則第４

１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（手数料） （手数料） 

第７条 条例第１２条に規定する手数料の額は、別

表に定める額に１００分の１１０を乗じて得た額

とする。 

第７条 条例第１２条に規定する手数料の額は、別

表に定める額に１００分の１０８を乗じて得た額

とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市子ども家庭総合センター条例施行規則第７条

の規定は、この規則の施行の日以後に交付する診断書、証明書及び医師意見書に係

る手数料について適用し、同日前に交付する診断書、証明書及び医師意見書に係る

手数料については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第１０号 

   さいたま市保健所条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市保健所条例施行規則（平成１４年さいたま市規則第５５号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（使用料等の額） （使用料等の額） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 条例第３条第３項に規定する規則で定めるもの

は、次に掲げるものとする。 

 診断書 １通につき １，５６０円 

 証明書 １通につき １，１００円 

３ 条例第３条第３項に規定する規則で定めるもの

は、次に掲げるものとする。 

 診断書 １通につき １，５３０円 

 証明書 １通につき １，０８０円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市保健所条例施行規則第２条第３項の規定は、

この規則の施行の日以後に行われる手数料を徴収する事務について適用し、同日前

に行われる手数料を徴収する事務については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第１１号 

   さいたま市立病院管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市立病院管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４５号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （使用料）  （使用料） 

第１３条 さいたま市病院事業の設置等に関する条

例（平成１３年さいたま市条例第１９８号。以下

「条例」という。）第５条第１項ただし書に規定

する使用料の額は、別表第２に定める額に１００

分の１１０を乗じて得た額（次に掲げる使用料に

ついては、同表に定める額）とする。 

第１３条 さいたま市病院事業の設置等に関する条

例（平成１３年さいたま市条例第１９８号。以下

「条例」という。）第５条第１項ただし書に規定

する使用料の額は、別表第２に定める額に１００

分の１０８を乗じて得た額（次に掲げる使用料に

ついては、同表に定める額）とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 （手数料）  （手数料） 

第１４条 条例第６条に規定する手数料の額は、別

表第３に定める額に１００分の１１０を乗じて得

た額とする。 

第１４条 条例第６条に規定する手数料の額は、別

表第３に定める額に１００分の１０８を乗じて得

た額とする。 

別表第２（第１３条関係） 別表第２（第１３条関係） 

 ［略］ 

予防

接種

料 

 ［略］ 

ロタウイルスワクチン  ［略］ 

髄膜炎菌ワクチン 5,000 円

 ［略］

 備考 ［略］ 

 ［略］ 

予防

接種

料 

 ［略］ 

ロタウイルスワクチン ［略］ 

 ［略］ 

 備考 ［略］ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、別表第２の改正は、公

布の日から施行する。 

 （経過措置） 



２ この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則第１３条及び第１４条の規定

は、この規則の施行の日以後の医療等に係る使用料及び交付に係る手数料について

適用し、同日前の医療等に係る使用料及び交付に係る手数料については、なお従前

の例による。 



さいたま市規則第１２号 

   さいたま市桜環境センター余熱体験施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市桜環境センター余熱体験施設条例施行規則（平成２７年さいたま市規則

第３５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 

区分 使用料の額（１人１回につき）

市内 市外 

 ［略］ 

一般 ７３０円 ８３０円

小学生・中学生 ３１０円 ３１０円

 備考 ［略］ 

別表第１（第４条関係） 

区分 使用料の額（１人１回につき）

市内 市外 

 ［略］ 

一般 ７１０円 ８２０円

小学生・中学生 ３００円 ３００円

 備考 ［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 



さいたま市規則第１３号 

   さいたま市食肉中央卸売市場業務規程施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市食肉中央卸売市場業務規程施行規則（平成１３年さいたま市規則第１８

９号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前

別表第３（第７６条関係） 

市 場 使 用 料 

別表第３（第７６条関係） 

市 場 使 用 料 

 ［略］ 

卸売業者卸売

場使用料 

昭和３６年度に

建設された施設

１平方メートル

につき 

月額 ３１円

昭和６３年度に

建設された施設

１平方メートル

につき 

月額 ４，３７

８円

卸売業者事務

所使用料 

１平方メートルにつき 月額 

２１２円 

関連事業者営

業所使用料 

１平方メートルにつき 月額 

２１２円 

冷蔵庫施設使

用料 

昭和３６年度に

建設された施設

１平方メートル

につき 

月額 ３，２０

３円

昭和６３年度に

建設された施設

１平方メートル

につき 

月額 ３，９５

０円

 ［略］ 

 ［略］ 

卸売業者卸売

場使用料 

昭和３６年度に

建設された施設

１平方メートル

につき 

月額 ３０円

昭和６３年度に

建設された施設

１平方メートル

につき 

月額 ４，２９

８円

卸売業者事務

所使用料 

１平方メートルにつき 月額 

２０８円 

関連事業者営

業所使用料 

１平方メートルにつき 月額 

２０８円 

冷蔵庫施設使

用料 

昭和３６年度に

建設された施設

１平方メートル

につき 

月額 ３，１４

５円

昭和６３年度に

建設された施設

１平方メートル

につき 

月額 ３，８７

８円

 ［略］ 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

 様式第２９号（その１）及び様式第２９号（その２）を次のように改める。 



様式第２９号（その１）（第４４条関係） 

  （宛先）さいたま市長 売 渡 票

  〒 

  住所 

  氏名               様 

卸売業者          印 

 買参者コード        年  月  日  No.      

種 別

コード 

と 畜 

（上場） 
No.

規 格

コード 
重量 単価 金額 摘 要 

 種 別

コード 

と 畜 

（上場） 
No.

規 格

コード 
重量 単価 金額 摘 要 

小 計 合 計 

品 名 頭（箱）数 重 量 金 額 品 名 頭（箱）数 重 量 金 額 

牛 枝 肉 豚 枝 肉

馬 枝 肉 子 牛 枝 肉

緬 山 羊 枝 肉 牛 部 分 肉

豚 部 分 肉

輸 入 牛 肉

輸 入 豚 肉
合 計

そ の 他

備考 「消費税相当額」とは、消費税及び地方消費税相当額をいう。 消  費  税

相  当  額

合 計 ( 消 費

税 相 当 額

を含む。) 



様式第２９号（その２）（第４４条関係） 

 （宛先）さいたま市長 売 渡 票

〒 

住所 

氏名               様 

     (独立行政法人農畜産業振興機構扱輸入牛肉) 

卸売業者          印  

買参者コード       年  月  日 No.      区分    

上 場 

（指図書） 
No. 部 位 名 ブ ラ ン ド 個 数 内 訳 個 数 重 量 単 価 金 額 摘 要

備考 「消費税相当額」とは、消費税及び地方消費税相当額をいう。 小 計
合 計

消 費 税 相 当 額

合 計

（消費税相当額を含む。）



 様式第４２号を次のように改める。 



様式第４２号（第５４条関係） 

 〒 

 住所 

 氏名              様 

売 買 仕 切 書

                    卸売業者            印 

 委託者コード 作成年月日 受託年月日 種 別 No. 

種 別

コ ー

ド 

産 地

コ ー

ド 

と 畜

(上

場) 

No.
規 格

コード 

枝 肉(部分肉) 事 故 区 分 原

皮

副 生 物
売上金額 

消 費 税

相 当 額

買 参

者 コ

ード 重量 単価 金額 全肝白腸胃心膜 内臓 原皮 その他 



小 計

頭
数合 計

合計（消費

税相当額含

む。） 

控
除
金
項
目

売上高手数料３．５％ と畜場使用料 と畜解体料 検査手数料 控 除 金 合 計
(差引)

仕切金額

格 付 料 検 案 書 料 冷蔵保管料 そ の 他 支払金額 扱者 

備考 

 １ 「消費税相当額」とは、消費税及び地方消費税相当額をいう。 

 ２ 上記控除金は、消費税額及び地方消費税額を含む（検査手数料は非課税）。 



   附 則 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 



さいたま市規則第１４号 

   さいたま市と畜場条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市と畜場条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１９０号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （使用料）  （使用料） 

第４条 条例第６条第１項の規定による使用料（消

費税額及び地方消費税額を含む。）は、次のとお

りとする。 

第４条 条例第６条第１項の規定による使用料（消

費税額及び地方消費税額を含む。）は、次のとお

りとする。 

 と畜場使用料    と畜場使用料 

  ア 牛（生後１年以上のものをいう。） １頭

   につき ４，２０６円 

  ア 牛（生後１年以上のものをいう。） １頭

   につき ４，１２９円 

  イ 馬（生後１年以上のものをいう。） １頭

   につき ２，７７６円 

  イ 馬（生後１年以上のものをいう。） １頭

   につき ２，７２５円 

  ウ 子牛（生後１年未満のものをいう。） １

   頭につき ２，２８３円 

  ウ 子牛（生後１年未満のものをいう。） １

   頭につき ２，２４２円 

  エ 子馬（生後１年未満のものをいう。） １

   頭につき ８５３円 

  エ 子馬（生後１年未満のものをいう。） １

   頭につき ８３８円 

  オ 豚   オ 豚 

(ｱ) 枝肉が１００キログラム未満のもの １

    頭につき ８５３円 

(ｱ) 枝肉が１００キログラム未満のもの １

    頭につき ８３８円 

(ｲ) 枝肉が１００キログラム以上のもの １

    頭につき １，２２７円 

(ｲ) 枝肉が１００キログラム以上のもの １

    頭につき １，２０５円 

  カ めん羊・山羊 １頭につき ４７９円   カ めん羊・山羊 １頭につき ４７１円 

 施設使用料    施設使用料 

  建物 １平方メートルにつき 月額 ２１２円   建物 １平方メートルにつき 月額 ２０８円

   附 則 

 この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 


